
★ 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）
（
財
政
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
低
炭
素
建
築
物
新
築

等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
新
設
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 
 

１ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
等
の
改
正
に
伴
う
低
炭
素
建
築
物
新
築
等

計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
新
設
等 

 
 

２ 

旅
券
法
の
改
正
に
伴
う
一
般
旅
券
の
発
給
手
数
料
の
未
交
付
旅
券
の
発
行
経
費
に
係
る
改
正
及
び

一
般
旅
券
の
査
証
欄
増
補
手
数
料
の
廃
止 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

施
行
期
日 

㈠ 

㈡
以
外
の
改
正 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日 

㈡ 

旅
券
法
に
関
す
る
手
数
料
の
改
正
等 
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

２ 

経
過
措
置 

 
 
 
 

一
般
旅
券
の
発
給
手
数
料
に
つ
い
て
、
必
要
な
経
過
措
置
を
設
け
た
。 



★ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五

号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
理
由 

 
 
 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
の
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲
等
を
追

加
す
る
な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

 
 

１ 

市
町
が
処
理
す
る
事
務
に
追
加
し
た
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

対 

象 

市 

町 

 
 

旅
券
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
新
規
発
給
申
請
時
の
現
有
旅
券
の

確
認
等 

市
町 

 
 

 

２ 

市
町
が
処
理
す
る
事
務
か
ら
削
除
し
た
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

対 

象 

市 

町 

 
 

旅
券
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補
申
請

に
係
る
出
頭
の
要
求
等 

市
町 

 
 
 

 ３ 

市
町
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
処
理
す
る
事
務
か
ら
削
除
し
た
も
の 

 
 
 
 
 
 
 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

対 

象 

市 

町 

 
 

旅
券
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補
申
請

に
係
る
出
頭
者
へ
の
一
般
旅
券
の
交
付
等 

市
町 

  
 

４ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

三 

施
行
期
日 

 

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日 



★ 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）

（
自
然
環
境
課
） 

一 
改
正
の
理
由 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
に
つ
い
て
、
利
用
料
金
制
の
対
象
と
な
る
施
設
の
範
囲
を
見
直
す
こ

と
等
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
の
投
資
と
創
意
工
夫
に
よ
る
公
園
の
魅
力
向
上
を
図
る
た
め
、
必
要
な
改

正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
七
号
）
（
人
事
課
） 

 
一 
改
正
の
理
由 

 
 
 

人
事
委
員
会
の
令
和
四
年
十
月
四
日
付
け
の
給
与
勧
告
な
ど
を
考
慮
し
て
、
職
員
の
給
料
月
額
及
び

諸
手
当
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
特
別
職
の
職
員
等
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る

な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

改
正
の
内
容 

 

１ 

職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
月
額
の
改
定 

職
員
の
給
料
月
額
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

㈡ 

諸
手
当
の
改
定 

 

⑴ 

初
任
給
調
整
手
当 

情
報
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
が
困 

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
採
用 

か
ら
十
年
以
内
の
期
間
、
月
額
五
万
円
を
限
度
に
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 
 
 

⑵ 

勤
勉
手
当 

 
 

  
 

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

職
員
（
特
定
幹
部

職
員
を
除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇 

一
〇
〇
分
の
九
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
〇 
一
〇
〇
分
の
九
五 

特
定
幹
部
職
員 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
二
〇 

一
〇
〇
分
の
一
一
五 

 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
二
〇 

一
〇
〇
分
の
一
一
五 

２ 

任
期
付
研
究
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
月
額
の
改
定 

任
期
付
研
究
員
の
給
料
月
額
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

 
 
 

㈡ 

期
末
手
当
の
改
定 

 
 
 
 
 

任
期
付
研
究
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

任
期
付
研
究
員 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

３ 

特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
月
額
の
改
定 

特
定
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

 
 
 

㈡ 

期
末
手
当
の
改
定 

 
 
 
 
 

特
定
任
期
付
職
員
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 



区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

特
定
任
期
付
職
員 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

４ 

特
別
職
の
職
員
等
の
期
末
手
当
の
改
定 

 
 

県
議
会
議
員
並
び
に
知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
病
院
事
業
の
管
理
者
、
人
事
委
員
会
の
常
勤
の

委
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
（
特
別
職
の
職
員
等
）
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の

と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 
支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

特
別
職
の
職
員
等 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

一
二
月 
一
〇
〇
分
の
一
四
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
四
五 

５ 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
改
定 

 
 
 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
を
、
１
の
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
改
定
し
た
。 

三 

施
行
期
日
等 

１ 

二
１
㈠
及
び
㈡
⑵
並
び
に
二
２
か
ら
二
４
ま
で
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

１
以
外
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



★ 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
四
十
八
号
）
（
教
育
委
員
会
） 

一 
改
正
の
理
由 

 
 

人
事
委
員
会
の
令
和
四
年
十
月
四
日
付
け
の
給
与
勧
告
を
考
慮
し
て
、
市
町
立
学
校
職
員
の
給
料
月

額
を
改
定
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

改
正
の
内
容 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
料
月
額
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

三 

施
行
期
日
等 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 



★ 

広
島
県
議
会
委
員
会
条
例
に
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
） 

一 
改
正
の
理
由 

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
や
、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
等
に
よ
り
、 

委
員
会
の
招
集
場
所
へ
の
参
集
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
特
例
と
し
て
委
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り 

委
員
会
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日 
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